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は
じ
め
に

　

本
稿
で
紹
介
す
る
の
は
、
鳥
取
県
立
公
文
書
が
所
蔵
す
る
「
池
田

農
場
関
係
資
料
」（
点
数
二
七
四
点
）
に
所
収
さ
れ
る
「
池
田
農
場

の
概
要
」（
以
下
「
草
稿
」
と
い
う
。）
の
翻
刻
と
解
説
を
試
み
る
も

の
で
あ
る
。「
草
稿
」
は
資
料
番
号
90
「
雑
件
」
中
の
一
点
で
あ
り
、

一
三
行
（
二
つ
折
り
）
罫
紙
一
二
枚
か
ら
な
る
カ
ー
ボ
ン
複
写
の
体

裁
を
と
る
も
の
で
、加
筆
・
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
。
題
名
中
の「
の
」

に
取
り
消
し
線
が
入
る
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。作
成
年
は
、「
草
稿
」

に
記
載
さ
れ
る
最
も
新
し
い
年
代
が
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
で

あ
り
、
ま
た
、
一
丁
目
の
上
余
白
に
「
33
・
11
・
10 

徳
川
さ
ん
の

申
付
で
岡
山
大
学
へ
」
と
朱
書
さ
れ
て
い
る
の
で
、
昭
和
三
〇
年
前

後
と
推
測
さ
れ
る
。
作
成
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
昭
和
一
八
年

か
ら
池
田
家
出
張
所
長
事
務
取
扱
を
担
っ
た
漆
原
正
雄
の
可
能
性
が

高
い
。

　

池
田
農
場
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
池
田
町
史
編
纂
委
員
会
が
昭
和

四
九
年
に
刊
行
し
た
『
Ⅱ　

池
田
農
場
史
』
が
、
農
場
の
成
立
か
ら

池
田
家
が
池
田
町
に
所
有
し
て
い
た
土
地
を
一
括
町
に
売
却
し
た
昭

和
四
六
年
ま
で
を
扱
っ
て
お
り
、
同
著
が
、
次
の
『
池
田
町
史
』
の

基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
扱
う
「
草
稿
」
は
、
昭
和
三
〇
年
前
後

ま
で
の
記
載
と
い
う
限
界
は
あ
る
が
、
池
田
農
場
の
関
係
者
側
か
ら

作
成
さ
れ
た
点
、
他
の
沿
革
史
に
は
な
い
注
記
が
施
さ
れ
て
い
る
な

ど
、
貴
重
な
資
料
と
言
え
る
。

　

な
お
、
翻
刻
の
後
に
、
他
の
「
池
田
農
場
関
係
資
料
」
等
を
引
用

し
な
が
ら
、
補
足
と
史
料
解
説
を
行
っ
た
。

　
〔
史
料
紹
介
〕

草
稿
「
池
田
農
場
の
概
要
」
と
関
連
史
料

　
　
　
伊
　
藤
　
　
　
康
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【
凡
例
】

一　

翻
刻
者
の
判
断
に
よ
り
、
適
宜
句
読
点
を
施
し
た
。

二　
「
草
稿
」
中
に
あ
る
作
成
者
の
加
筆
、修
正
、註
記
に
つ
い
て
は
、

史
料
に
即
し
て
本
文
中
も
し
く
は
行
間
に
記
載
し
た
。

三　

明
ら
か
な
誤
字
・
脱
字
が
判
明
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
右
横

に
、
マ
マ
と
記
し
た
。

四　

繰
り
返
し
文
字
は
、
ひ
ら
が
な
に
は
（
ゝ
・
ゞ
）
を
、
カ
タ
カ

ナ
に
は
（
ヽ
・
ヾ
）
を
付
し
た
。

五　

固
有
名
詞
以
外
の
旧
字
体
は
、
原
則
新
字
体
に
改
め
た
。

　〈
翻
刻
文
〉

　
　
　
　
　

池
田
農
場
の
概
要

　

当
農
場
は
元
侯
爵
池
田
仲
博
及
元
子
爵
池
田
源
の
両
人
が
組
合

を
結
び
、
明
治
廿
九
年
十
勝
国
に
お
け
る
国
有
未
開
地
解
①

放
の
時

に
あ
た
り
中
②

川
郡
利
「

別
太
並」

に
下
「

利
別
原
野
に」

お
い
て
、
未
開
地

二
百
二
十余万
坪
及
同
郡
「③

ウ
シ
シ
ュ
ベ
ツ
原
野
」
に
お
い
て
未
開
地

七
十（
余
）万
坪
合
計
凡
そ
三
百
万
坪
を
何
れ
も
開
墾
の
目
的
を
以
っ
て

予
④

定
存
置
を
出
願
し
許
可
を
得
た
る
に
起
因
す
る
。

同
年
五
月
農
⑤

場
管
理
人
を
現
場
に
派
し
て
事
業
着
手
の
準
備
に
従
事

さ
せ
た
。

利
別
太
並
に
下
利
別
原
野
に
お
け
る
予
定
地
は
、
其
の
全
地
積
の
九

割
以
上
が
密
林
に
属
し
且
つ
低
湿
地
で
あ
っ
た
か
ら
開
墾
は
頗
る
至

難
で
あ
っ
た
が
、
将
来
の
見
込
あ
る
の
に
反
し
て
「
ウ
シ
シ
ュ
ベ
ツ

原
野
」
予
定
地
は
殆
ん
とマ
マ

が
低
湿
地
に
属
し
、
到
底
排
水
施
設
工
事

の
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
虞
れ
、こ
⑥

の
部
分
約
五
十
万
坪
を
返
還
し
、

同
年
七
月
換
地
と
し
て
下
⑦

利
別
原
野
北
二
線
以
北
の
未
開
地
を
予
定

存
置
と
し
て
交
換
を
出
願
し
許
可
を
得
た
の
で
あ
る
。

同
年
九
月
福
井
県
よ
り
移
民
六
十
戸
を
募
集
し
、
こ
れ
をと

同
時
に
同

県
よ
り
人
夫
二
十
名
を
渡
航
せ
し
め
、
小
屋
掛
、
或
は
道
路或
は排

水

路
の
開
鑿
に
着
工
さ
せ
て
開
墾
の
準
備
を
し
た
。

翌
三
十
年
春
秋
両
季
に
別
ち
て
鳥
取
県
よ
り
四
十
戸
其
の
翌
三
十
一

年
同
県
よ
り
二
十
戸
を
募
集
渡
航
せ
し
め
て
開
墾
に
着
手
し
た
。

明
⑧

治
三
十
六
年
に
至
り
釧
路
線
の
第
一
期
工
事
を
着
工
し
駅
所
在
地

の
内
定
を
見
た
の
で
、
市
街
地
造
成
の
必
要
を
認
め
、
停
車
場
構
内

敷
地
約
一
万
坪
を
寄
附
し
、
附
近
の
土
地
を
市
街
地
見
込地と
し
て
街

路
区
画
を
測
定
し
、
明
治
四
十
二
年
綱マ
マ
走
線
の
分
岐
点
と
な
る
頃
に

は
略
現
況
の
形
態
を
整える
に
至
っ
た
。

　
　

Ⅰ　

交
通
上
の
位
置

　

当
⑨

農マ
マ
は
十
勝
川
に
臨
み
こ
の
支
流
利
別
川の左
岸
に
位
し
何
れ
も
舟

揖
の
便
に
よ
っ
て
い
た
が
鉄
道
の
未
だ
敷
設
さ
れ
な
い
時
代
に
あ
っ

て
は
古
来
の
経
路
と河舟
を
利
用
す
る
の
み
で
あ
っ
た
か
ら
移
民
家
族

の
老
幼
婦
女
を
遠
く
内
地
よ
り
招
致
す
る
に
は
鳥
取
境
港
～
福
井
三

国
港
（
佐
渡
寄
港
）

よ
り
出
帆
し且

つ
函
館
港
よ
り
道
内
沿
岸
航
路
に
よ
っ
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て
大
津
港
に
上
陸
し
夫
よ
り
川
舟
に
拠
っ
て
遡
上
す
る
の
を
例
と
し

た
の
で
あ
る
が
物
資
の
輸
送
に
は
更
に
一
段
の
不
便
を
感
じ
た
。

今
日
に
お
い
て
は
已
に
鉄
道
も
敷
設
さ
れ
、
殊
に
綱マ
マ
走
線
の
分
岐
点

と
な
り
た
る
交
通
最
も
至
便
の
位
置
を
占
め
、
年
を
逐
て
益
々
産
業

の
発
達
を
見
る
に
至
りれ
り

都
市
計
画
的
に
は
概
ね
交
通
都
市
と
し
て

の
構
想
に
企
画
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
。

　
　

Ⅱ　

地
積

　

明
治
廿
九
年
中
川
郡
利
別
太
及
下
利
別
原
野
並
に
同
郡
ウ
シ
シ
ュ

ベ
ツ
原
野
に
お
い
て
、
凡
そ
三
百
万
坪
（
一
千
町
歩
）
の
予
定
存
置

を
受
け
た
る
を
始
め
、
こ
の
接
続
地
に
お
い
て
更
に
未
開
地
の
貸
付

或
は
売
払
を
出
願
し
て
増
加
す
る
一
方
、
時
代
の
進
運
に
伴
っ
て
官

公
署
の
設
置
に
よ
る
敷
地
の
寄
附
其
他
工
場
敷
地
の
と
し
て
売
払
た

る
も
の
等
、
地
積
の
変
遷
を
経
た
る
も
開
墾
成
功
後
に
お
け
る
昭大

和正

年
代
初末

期
に
は
次
の
よ
う
な
地
種
別
で
あ
っ
た

　

総
地
積　

一
、六
四
四
町
五
反
六
畝
五
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　

内　

訳

　
　
　
　

宅
地　
　

二
一
町
二
反
七
畝
二
九
歩

　
　
　
　

道
路　
　

一
〇
町
七
反
六
畝
〇
〇
歩

　
　
　
　

畑　
　

六
六
四
町
〇
反
七
畝
一
五
歩

　
　
　
　

田　
　
　

三
二
町
〇
反
〇
畝
〇
〇
歩

　
　
　
　

原
野　

二
八
六
町
〇
反
六
畝
一
九
歩

　
　
　
　

山
林　

五
三
一
町
七
反
五
畝
〇
一
歩

　
　
　
　

川
成　
　

七
四
町
二
反
六
畝
二
〇
歩

　
　
　
　

工
場
敷
地
一
八
町
八
反
八
畝
二
五
歩

　
　
　
　

公
共
用
地　

五
町
四
反
七
畝
一
六
歩

　
　

Ⅲ　

開
墾
の
大
要

　

当
農
場
小
作
者
は
内
地
府
県
よ
り
移
住
し
て
来
た
か
ら
渡
航
費
、

小
屋
掛
料
、
農
具等は
一
切
之
を
給
与
し
且
つ
未
開
地
の
開
墾
に
対
し

て
は
反
当
二
円
～
五
円
迄
の
範
囲
に
お
い
て
開
墾
料
を
支
給
し
食
糧

は
移
住
当
初
よ
り
自
給
し
得
る
ま
で
の
間
無
利
子
を
以
っ
て
貸
付
し

た
。

当
農
場
小
作
人
は
福
井
、
鳥
取
両
県
よ
り
移
住
し
た
為
各々
風
俗
、
人

情
を
異
に
す
る
た
め
農
場
内
を
二
方
面
に
分
ち
、
出
身
地
毎
に入

地
せ移

着

さ
せ

し
め
日
常生

活
上
は
互
に
便
益
を
図
り
未
開
地
の
配
当
に
つ
い
て
は
成

る
べ
く
地
形
地
味
の
均
等
を
考
慮
し
収
入
上
の
均
衡
を
調
整
し
た
。

主
要
作
物
は
開
墾
当
初
蕎そ

ば麦
、
稲いな

び
き黍
等
耐
寒
作
物
を
主
と
し
他
は
試

作
程
度
に
留止

め
自
給
安
全
食
糧
の
収
穫
に
努
め
た
。

明
⑨

治
三
十
六
年
頃
よ
り
大
豆
、
小
豆
、
燕
麦
、
裸
麦
等
の
販
売
用
作

物
を
奨
励
し
小
作
契
約
も
更
新
し
た
。

明
治
三
十
九
年
頃
よ
り
大
麦
、
亜
麻
、
甜
菜
等
の
工
芸
作
物
を
併
せ

て
耕
作
せ
し
め
自

一
部
地
形
に
よ
っ
て
は

然
水
を
利
用
し
た
自
家
食
用
水
田
も
地
形
的
に
奨

励
し
た
。

大
正
五
年
頃
に
至
っ
て
耕
作
方
法
の
改
善
と
相
俟
っ
て
国
営
、
道
営

の
護
岸
築
堤
等
の
完
成
を
見
る
に
至
り
殆兹

どに

農
業
経
営
の
確
立
を
見
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る
に
至
っ
た
の
で
小
作
契
約
又も

恒
久
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
更
新
し

た
。

当
時
の
契
約
概
要
を
摘
録
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

Ⅳ　

小
作
料
の
変
遷
推
移

土　

地

自
明
治
三
十
九
年

至
大
正
四
年

自
大
正
五
年

至
大
正
九
年

自
大
正
十
年

　
　
　
　

以
降

摘　

要

一
等
地　

甲

反
別　

一
円
八
〇
　
　
　

三
円
三
〇

大
豆　

三
斗
五
升

明⑴

治
三
十
八
年
以
前
で
は
開
墾
二
年
目
よ
り

小
作
料
を
徴
し
、

初
年
、
二
年
、
反
当
三
〇
銭
～
四
〇
銭

三
年
、
四
年
目
四
〇
銭
～
六
〇
銭

五
年
、
六
年
目
六
〇
銭
～
一
、〇
〇
銭

　
　
　
　

乙

　
　
　

一
、
五
〇
　
　
　

二
、
〇
〇

〃

　
　
　
　

丙

　
　
　

一
、
三
〇
　
　
　

一
、
五
〇

〃　
　

三
、
〇
〇

　
　
　
　

丁

　
　
　

一
、
〇
〇
　
　
　

一
、
二
五
　
　
　

二
、
五
〇

二
等
地　
　

　
　
　

一
、
〇
〇
　
　
　

一
、
二
五
　
　
　

二
、
五
〇

三
等
地　
　

　
　
　

〇
、
七
五
　
　
　

一
、
〇
〇
　
　
　

二
、
三
〇

四
等
地　
　

　
　
　

〇
、
五
〇
　
　
　

〇
、
七
五
　
　
　

一
、
五
〇

備
考 

⑵
昭
和
十
五
年
に
お
い
て
農
地
法
の
制
定
に
伴
い
、
更
に
金
納
に
改
め
たら

がれ

前
記
穀
納
を
時
価
に
換
算
（
統
制
価
で
あ
っ
た
為
）
徴
収

に
改
め
た
。そ

の
直
後
に
お
い
て
後
記
す
る
如
く
こ
の
農
場
は
全
区
自
作
農
創
設
と
な
っ
た
。



― 91 ―

小
作
人
所
要
の
農
具
、
肥
料
、
種
子
、
藁
工
品
等
に
し
て
遠
隔
主
産

地
よ
り
購
入
す
る
の
必
要
あ
る
も
の
は
希
望
に
よ
り
当
事
務
所
に
お

い
て
買
入
れ
分
配
の
労
を
執
っ
た
。
小
作
人
の
居
住
区
を
十
二
団
地

に
別
ち
各
団
地
毎
に
組
長
一
名
（
任
期
二
ヶ
年
）
を
置
き
各
団
地
毎

の
用
弁
或
は当事
務
所
と
の
連
絡
任
務
に
当
た
ら
せ
た
（
年
手
当
支

給
）。

な
お
経
営
事
業
奨
励
の
た
め
精
農
に
は
毎
年
金
品
を
賞
与
し
契
約
に

基
く
開
墾
五
町
歩
以
上
の
成
功
者
に
は
池
田
家
よ
り
定
紋
付
木
杯
を

賞
与
し
移
住
当
初
よ
り
の
食
糧
貸
付
金
完
納
者
に
は
定
紋
付
羽
織
を

賞
与
し
た
。

　
　

Ⅴ　

互
助
機
関
其
の
他

　
　
　

１
．
池
田
農
場
親
睦
会

小
作
者
を
以
っ
て
組
織
し
家
族
の
慶
弔
、
水
・
火
災
害
の
復
旧
援
助

等
親
和
的
機
関
と
し
毎
年
一
回
総
会
を
設
け
、
昭
和
十
六
年
自
作
農

創
設
独
立し

た経
営
に
至
る
ま
で
継
続
マ
マし

し
て
い
た
が
、
現
在
尚
一
部
の
有
志
に
お

い
て
継
承
し
て
い
る
。
戦
後
社
会
思
潮
の
変
化
と
既
に
入
地
当
時
よ

り
三
世
が
中
堅
と
な
り
て
経
営
す
る
今
日
当
初
の
様
相
は
な
い
。
機

構
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
　
　

２
．
池
田
信
用
組
合

小
作
者
を
対
照マ
マ
と
し
た
経
済
金
融
機
関
で
、当
初
（
大
正
六
年
創
設
）

組
合
員
一
〇
一
名
出
資
組
織
と
し
（
一
口
金
二
十
円
）
農
家
経
済
の

円
滑
に
寄
与
し
て
い
た
が
昭
和
十
二
年
信
用
組
合
法
の
制
定
と
共
に

斯
の
種
組
合
を
産
業
組
合
に
改
組さ

れ
た
の
で
、こ
れ
を

し
主
体
は
町
農
会
が
継
承
し
解
散

し
た
。
す
る
こ
と
ゝ
な
っ
た
。

　
　
　

３
．
池
田
農
場
貯
金
組
合

明
治
四
十
三
年
小
作
人
を
以
て
主
体組
織

と
す
る
貯
蓄
涵
養
の
機
関
と
し

て
其
の
成
績
見
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
殊
に
後
記す

る自
作
農
創
設

に
際あ
た
り
一
戸
経
営
を
耕
作
反
別
に
よ
ら
ず
土
地
購
入
に
要
す
る
資
金

（
一
戸
の
創
設
資
金
四
千
円
を
限
度
と
す
る
規
定
）
制
限
が
あ
っ
た

た
め
、
こ
の
制
限
額
を
超
え
た
耕
地
を
有
す
る
者
は
自
ら
自
己
資
金

に
拠
る
こ
と
ゝ
な
っ
た
の
で
、
斯
の
場
合
当
初
よ
り
蓄
積
額
の
あ
っ

た
も
の
は
大
い
に
効
果
的
で
あ
っ
た
。

　
　

Ⅵ　

自
作
農
創
設
の
動
機

元
侯
爵
池
田
家
は
北
門
開
拓
の
思
召
を
以
っ
て
中
川
郡
川
⑩

合
村
及

豊
⑪

頃
村
の
一
部
未
開
地
壱
千
六
百
余
町
歩
の
開
発
に
対
し
、
明
治

二
十
九
年
よ
り
翌
三
十
年
に
渉
り
福
井
、
鳥
取
両
県
人
約
そ
百
戸
を

入
地
せ
し
め
千
古
斧
鉞
を
見
な
か
っ
た
大
密
林
を
或
は
河
川
の
氾
濫

に
任
せ
た
る
大
湿
原
を
開
墾
し
護
岸
排
水
工
事
の
完
成
と
相
俟
て
今

日
の
一
大
沃
野
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、
多
年
之
等
開
拓
の
業
に

精
励
し
た
前
記
農
民
等
の
多
く
は
既
に
老
境
に
達
し
、
子
弟
の
長
す

る
に
及
び
て
只
管
農
地
の
取
得
を
も
っ
て
唯
一
の
慰
楽
と
し
て
営
々

辛
苦
を
重
ね
来
り
、
入
地
当
初
よ
り
四
十
数
ヶ
年
を
経
た
過
去
を
顧

み
て
偶
々
昭
和
十
二
年
農
民
相
図
り
て
斯
の
衷
状
を
訴
へ
小
作
地
の

分
譲
方
を
情
願
し
来
っ
た
の
で
あ
る
。
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仍
て
当
農
場
事
務
所
に
お
い
て
は
具
体
的
調
査
を
整
え
て
昭
和
十
四

年
十
二
月
右
の
要
旨
を
稟
申
し
た
の
で
あ
る
。

池
田
家
で
は
直
ち
に
協
議
員
会
に
諮
問
さ
れ
る
と
共
に
当
⑫

農
場
事
務

所長を
も
参
与
せ
し
め
ら
れ
多
角
的
に
検
討
の
上
前
記
農
民
等
の
願熱
望意

を
聴容
れ
る
こ
と
ゝ
な
っ
た
。

許
さ
れ
る
こ
と
に
御
内
意
が
あ
っ
た
。

尓
来
当
農
場
事
務
所
で
は
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
に
よ
っ
て
自
作

農
家
創
設
に
出
願
す
る
こ
と
の
妥
当
な
る
を
認
め
直
ち
に
そ
の
手
続

に
移
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

Ⅶ　

自
作
農
創
設
に
つ
い
て
主
な
る
処
理
事
項

　
　
　

⑴
土
地
整
理
に
関
す
る
も
の

池
田
農
場
は
前
述
の
如
く
、
明
治
二
十
九
年
未
開
地
処
分
法
に
よ
る

北
海
道
殖
民
区
画
割
を
基
準
と
し
て
入
地
、
開
拓
に
従
事
し
た
の
で

あ
る
が
、
先
以
っ
て
自
立
自
営
を
急
務
と
し
た
か
ら
農
民
各
戸
の
稼

働
力
あに
応
じる
も
の
は
努
め
て
開
⑬

墾
し
易
い
箇
所
を
急
い
だ
。

こ
の
た
め
、
農
家
経
営
上
か
ら
視
れ
ば
農
地
の
散
逸
離
間
を
免
れ
ず

開
発完

成後
の
後今
日
に年
に
お
い
て
は
農
場
経
営
は
素
よ
り
各
戸
農
業
経
営

の
上
に
お
い
て
も
大
な
る
欠
陥
で
あ
り
、
軈
て
は
之
を
整
備
す
べ
き

必
要
を
痛
感
し
て
い
たの

でが
、
今
回
之
を
現
況
の
侭
開
放
す
る
こ
と
は

初
期
の
目
的
を
半
減
し
有
終
の
美
を
収
め
難
い
の
で
自
作
農
創
設
事

前
に
之
を交

換
分
合
し
て

整
理
す
る
こ
と
ゝ
し
た
。
そ
の
主
な
る
事
跡
を
掲
げ
る
と

次
の
よ
う
で
あ
る
。

イ
北
海
道
庁
に
出
願
し
て
境
界
査
定
測
量
を
実
施
し
た

（
自
昭
和
十
一
年
至
昭
和
十
二
年
）

ロ
農小
作
地
の地
交
換
分
合
を
行
い
同
時
に
地
積
訂
正
、
分
筆
、
地

目
変
更
の
手
続
を
執
っ
た
（
自
昭
和
十
三
年
至
昭
和

十
六
年
）

　
　
　

⑵
地
価
査
定
に
関
す
る
も
の

自
作
農
創
設
地
域
は
関
係
農
民
代
表
十
二
名
に
よ
る
査
定
員
を
委
嘱

し
当
農
場
事
務
所
之
に
参
与
し
て
池
田
家
よ
り
提
示
の
反
当
平
均

四
十
二
円
を
基
礎
価
額
と
し
全
地
区
各
筆
に
至
り
価
額
評
価
を
し
た

（
自
昭
和
十
三
年
至
昭
和
十
五
年
）。

此
の
場
合
前
記
交
換
分
合
に
よ
っ
て
将
来
取
得
す
る
地
区
の
総
額
が

「
自
農
法
」
に
定
め
る
一
戸
当
り
政
府
貸付制
限
額
金
四
千
円
を
超
え

る
者
の
超
過
分
に
対
し
て
は
直
接
池
田
農
場
に
お
い
て
自
農
法
創
設

と
同
時
に
売
渡
処
分
を
す
る
こ
と
に
決
め
た
。

　
　
　

⑶
自
作
農
創
設
申
請
手
続

前
述
の
よ
う
な
整
備
結
果
を
以
っ
て
昭
和
十
五
年
三
月
池
田
町
農
業地

委
員
会
に
提
出
し
同
日
可
決
。
昭
和
十
五
年
六
月
北
海
道
庁
農
地
部

よ
り
創
設
者
の
身
元
調
査
の
結
果
、一
⑭

部
不
適
格
者
を
除
く
外
承
認
。

同
年
相
前
後
し
て池

田
町
は「

池
田
農
場
自
作
農
創
設
に
関
す
る
件
」
を
以
て

理
事
者
提
案
池
田
町
議
会
に
提
出し、
原
案
の
と
お
り
可
決
、
直
ち
に

池
田
町
長
は
北
海
道
庁
へ
申
告
。

昭
和
十
五
年
七
月
北
海
道
農
業
委
員会

は現
地
調
査
の
上
昭
和
十
六
年

度
自
作
農
創
設
に
決
定
。告
示
と
同
時
に
予
算
措
置
を
構
せ
ら
れ
た
。
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⑷
自
作
農
創
設
並
に
同
時
に
行
い
た
る
規
制
以
外
の
開
放
土

地
第
一
次　
（
畑
）
四
百
四
拾
町
九
反
弐
畝
弐
拾
参
歩　

此
対

※
１　
　
　
　

価
拾
九
万
参
千
六
百
九
拾
六
円
（
七
拾
壱
名
）

第
二
次　
（
〃
）
弐
拾
九
町
六
反
九
畝
弐
拾
参
歩　

此
対
価

壱
万
壱
千
八
百
五
拾
参
円
（
四
名
）

※
１　

資
金
還
付
は
二
十
四
ヶ
年
賦
但
創
設
年
度
よ
り

三
ヶ
年
据
置
の
制
度
で
あ
っ
た
が
、
本
町
で
は
右

七
十
五
名
で
償
還
組
合
を
組
織
し
戦
時
態
勢
も
強

化
さ
れ
た
頃
で
も
あ
り
各
自
勉
励
し
て
昭
和
十
九

年
度
末
に
お
い
て
全
額
操マ
マ

上
償
還
を
な
し
其
筋

は
素
よ
り
之
を
以
っ
て
先
代
池
田
侯
爵
は
非
常
に

賞
讃
さ
れ
た
（
こ
の
部
分
朱
書
）

自
己
資
金　
（
〃
）
百
六
拾
六
町
四
反
四
畝
五
歩　

此
の
対

価
八
万
弐
百
拾
四
円
（
三
三
名
）

〃
原　

野
（
原
）
百
参
拾
四
町
九
反
六
畝
拾
九
歩　

此
の
対

価
壱
万
参
千
八
百
参
拾
弐
円
（

－

）

　
　
　
　

合
計　

七
百
七
拾
弐
町
参
畝
拾
歩

　
　
　

⑸
自
作
農
創
設
に
よ
る
記
念
事
業

気
候
条
件
の
厳
し
い
道
東
地
方
に
お
い
て
千
古
未
開
の
大
密
林
の
伐

木
に
或
は
又
不
規
則
に
乱
流
す
る
大
湿
原
の
改
良
に
挑
み
、
日
夜

営
々
と
し
て
辛
苦
を
重
ね
つ
ゝ
只
管
開
拓
一
途
に
勤
労
を
励
み
、
時

に
は
思
想
的
動
遥
に
遭
いっ
て
も
其
の
都
度
良
識
の
あ
る
判
断
を
以
っ

て
之
に
臨
み
聊
か
の
禍
を
犯齎

さ
な
か
っ
た
の
は
、
池
田
家
の
絶
え
ざ

る
愛
情
の
絆
と
農
場
事
務
所
員
の
各
戸
経
営
指
導
に
併
せ
て
常
時
志

操
面
の
啓
発
涵
養
に
尽
し
た
結
果
で
あ
る
。

茲
に
四
十
有
八
年
を
経
て
初
志
を
貫
徹
し
得
た
、
こ
の
大
事
業
を
永

へ
に
伝
え
る
た
め
次
の
よ
う
な
記
念
事
業
を
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
更

に
一
層
有
終
の
美
を
齎
ら
し
た
。

　
　
　
　

池
田
家
で
直
接
行
わ
れ
た
行
事

　
　
　

⑴
公
園
敷
地
の
寄
附

現
在
の
池
田
町
立
清
見
丘
公
園
（
二
三
、〇
〇
〇
坪
）
で

地
域
全
般
に
亘
り
、
柏
か
し
わ、
楢な
ら

を
主
木
と
し
樹
令マ
マ

三
百
年

余
に
達
す
る
原
始
林
に
し
て
鉄
道
沿
線
及
市
街
地
に
近
接

す
る
こ
と
道
内
稀
に
見
る
一
大
緑
地
を
形
成
す
。

後
年
約
一
千
本
の
桜
を
配
植
し
目
下
都
市
計
画
公
園
と
し

て
指
定
さ
れ
着
々
公
園
設
備
を
行
い
、
市
民
の
み
な
ら
ず

隣
接
町
村
に
あ
り
て
も
文
化
行
楽
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と

大
な
り
。

　
　
　

⑵
基
本
財
産
と
し
て
資
源
地
の
寄
附

今
回
の
開
拓
農
民
男
女
青
年
団
の
運
営
資
金
増造

成
に
備
え

原
野
五
町
参
反
歩
を
寄
附
せ
らし

れ
夫
々
共
同
農
地
に
或
は

備
林
地
と
し
て
増
殖
中
で
あ
る
。

　
　
　
　

開
拓
農
民
の
行
事

原
始
的
河
川
の

キ
ヨ
ミ
ガ
オ
カ
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⑴
自
作
農
創
設
記
念
碑
の
建
設

開
拓
に
成
巧マ
マ
し
た
農
家
は
挙
っ
て
斯
の
慶
事
を
祝
福
す
る

と
共
に
子
孫
に
之
を
伝
え
業
務
精
励
の
表
象
と
し
て
字
旭

町
の
一
角
に
記
念
碑
を
建
立
し
た
。

題
字
「
池
田
農
場
自
作
農
創
設
記
念
碑
」
池
田
仲
博
侯
爵

御
揮
毫　

撰
文
「
沿
革
を
叙
し
た
四
百
六
字
」
池
田
家
元
協
議
員
村

上
恭
一
氏
撰

資
材
、
仙
台
石
碑
面
九
尺
巾
三
尺
台
石
と
も
高
さ
十
五
尺

帯
広
山
田
石
工
所
施
工

（
後
記
）
こ
の
記
念
碑
は
開
拓
農
民
は
素
よ
り
一
般
人
も

又
往
昔
を
偲
び
て
常
時
端
倪
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、

昭
和
二
十
七
年
三
月
十
勝
沖
地
震
の
た
め
倒
壊
し（
五
折
）

昭
和
二
十
九七

年
九
月
現
代
の
関
係
有
志
に
よ
っ
て
復
元
再

建
し
、
題
字
は
現
当
主
池
田
徳
眞
氏
の
御
揮
毫
で
あ
る
。

以
上
の
行
事
は
昭
和
十
六
年
九
月
池
田
家は
御
名
代
村

と
し
て
同
家
協
議
員

上
恭
一
氏

の
御を
派
遣
し差
遣
に
よ
り
池
田
農
場
に
由
緒
の
あ
る
慈
⑮

教
寺
に
お
い
て
壮
厳

に
執
り
行
わ
れ
た
。

　
　
　
　

附
帯
事
項

当
農
場
に
お
い
て
小
作
地
の
大
部
分
を
自
作
農
創
設
地
と
し
て
開
放

し
、
昭
和
十
六
年
九
月
そ
の
手
続
一
切
を
完
了
し
て
か
ら
は
、
自

作
農
創
設
法
に
よ
る
規
制
に
適
合
し
な
い
農
地
も
あ
っ
た
の
で
、

こ
れ
等
は
小
作
地
経
営
に
不
適
当
と
こ
れ
認
め
た
か
ら
法
的
取
扱

をは
し
な
か
っ
た
が

し
な
い
だ
け
で
内
容
は
殆
と
自
作
農
創
設
と
同
様
な
条
件
を
以
っ

て
次
の
よ
う
な
農
地
開
放
が
行
わ
れ
た
。

　
　
　
　

総
反
別　

四
百
四
拾
壱
町
九
反
参
畝
拾
九
歩

　
　
　
　
　
　

内
訳

現
況
Ⅷ
（
Ⅷ
の
字
は
朱
書
）

　
　
　
　

イ
所
名
変
更

昭
和
十
六
年
自
作
農
創
設
並
に
附
属
農
地
の
開
放
後
は
当
農
場
経
営

方
針
に
お
い
て
も
又
事
務
機
構
に
お
い
て
も
著
し
く
当
初
の
性
格
を

異
に
し
た
の
で
、
尓
後
「
池
田
家
出
張
所
」
と
改
称
し
専
ら
宅
地

経
営
に
整
備
中
恰
も
戦
局
は
倍
々
拡
大
し
て
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知

小
作
地
並
に

附
属
原
野

二
二
七
反
〇
一
九

北
海
道
庁
池
田
林
務
所
苗
圃

他
一
〇
件

雑
種
地

一
一
、
三
一
〇

元
逓
信
省
電
話
中
継
所
敷
地

牧
場
及
市
場
九
〇
三
、
〇
〇
〇

十
勝
畜
産
組
合
池
田
市
場
及

附
属
牧
場

国
営
開
発
地
三
五
八
、
四
〇
四

開
発
営
団
豊
頃
事
業
所

小
作
地
並
附

属
原
野

二
九
一
九
、五
一
六
豊
頃
ノ
ヤ
ウ
シ
原
野
高
井
他

三
名
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ら
ず
。
国
の
態
勢
は
素
よ
り
社
会
経
済
は
極
度
に
統
制
化
さ
れ
未
曽

有
の
現
象
を
程
し
つ
ゝ
数
年
な
ら
ず
し
て
終
戦
を
む
か
え
た
の
で
あ

る
。

戦
後
の
占
領
政
策
は
戦
時
中
に
企
画
し
た当

所
の経

営
方
針
に
も
至
大
の
影

響
を
受
け
凡
ゆ
る
面
に
根
本
か
ら
変
更
の
止
む
な
き
に
至
り
、
そ
の

主
な
る
も
の
の
第
一
は
宅
地
経
営
の
た
め
区
画調整
理
中
で
あ
っ
た
地

域
は
戦
時
中
食
糧
補
足
の
た
め
殆
ど
作
物
を
栽
植
し
て
い
た
の
で
、

農
地
法
の
発
令
と
同
時
に
不
在
地
主
の
所
有
す
る
現
況
「
畑
」
と
し

て
或
は
又
植
林
計
画
中
の
山
林
は
馬
産
十
勝
の
中
枢
で
あ
っ
た
関
係

か
ら
元
小
作
人
等
の
共
同
放
牧
地
と
し
て
混
牧
林
で
あ
っ
た
為
之
亦

不
在
地
主
の
所
有
す
る
貸
付
牧
野
と
し
て
夫
々
政
府
買
収
の
対
照
と

し
て
昭
和
二
十
二
年
六
月
か
ら
仝
年
十
二
月
ま
で
に
決
定
つ
け
ら
れ

た政
府
買
収
の
対
照
と
な
っ
た
も
の
左
の
如
し
。

も
の
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

畑
、
宅
地
、
雑
種
地　

弐
拾
八
町
四
反
五
畝
拾
六
歩

　
　

山
林
、
牧
野　
　
　
　

参
百
四
拾
五
町
八
反
壱
畝
弐
拾
八
歩

　
　

合
計　
　
　
　
　
　
　

参
百
七
拾
四
町
弐
反
七
畝
拾
四
歩

そ
の
第
二
は
昭
和
二
十
二
年
戦
災
復
興
資
金
調
達
の
た
め
財
産
税
の

賦
課
に
よ
り
池
田
家
で
は
諸
般
の
都
合
に
よ
り
当
所
管
理
地
の
既
存

宅
地
を
以
っ
て
物
納
に
申
請
し
た
の
で
あ
る
が
、
当
該
税
務
署
と
打

合
の
結
果
一
応
所
有
者
に
お
い
て
夫
々
の
借
地
人
に
売
渡
の
上
換
金

し
て
金
納
す
る
こ
と
に
変
更
さ
れ
、
仝
年
九
月
そ
の
査
定
額
を
完
納

し
た
の
で
あ
る
かマ
マ
当
時
の
対
照
宅
地
次左
の
如
し
。
の
と
お
り
。

　
　
　

宅
地
（
七
四
三
筆
）
八
三
、一
三
三
坪　
　
（
四
六
三
名
）

　
　
　
　

ロ
現
在
の
管
理
状
況

斯
の
よ
う
に
し
て
当
出
張
所
は
悉
く
戦
後
措
置
の
影
響
に
よ
る
業
務

に
忙
殺
さ
れ
、
辛マ
マじ

て
前
項
の
難
関
に
結
末
を
告
げ
将
に
尓
後
の
方

針
に
つ
い
て
検
討
を
新
た
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
秋
昭
和
二
十
三
年

一
月
御
当
主
池
田
仲
博
殿氏

の
薨
去
に
遭
い
、
同
年
一
月
一
日
付
現
御

当
主
池
田
徳
眞
殿
外
六
名
の
御
関
係
向
で
共
有
に
継
が
れ
た
も
の
を

管
理
経
営
中
で
あ
る
。
そ
の
主
な
る
業
態
次
の
と
お
り
左
の
如
し
。

　

宅
地
（
八
五
筆
）　

九
、八
九
九
坪　
　
　
　

大
部
分
貸
付

　

畑　

（
一
九
筆
）　

七
町
八
反
弐
畝
拾
歩　
　

宅
地
附
属
畑
と
し

て
貸
付
中

　

原
野
（
一
四
筆
）　

四
町
八
畝
弐
拾
六
歩　
　

一
部
土
地
改
良
に

着
手

　

山
林
（
一
一
筆
）　

参
拾
弐
町
弐
反
拾
八
歩　

約
十
町
歩
か
ら
ま

つ
植
林
十
七
年
生

約
二
十
二
町
歩
天

然
林
撫
育
中

　

無
租
地
（
八
一
筆
）
弐
拾
八
町
六
反
八
畝
弐
拾
弐
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
部
分
川
成
地
及

公
共
用
地　

以
上
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註
記

① 
解
放
は
開
放
と
も
記
載
し
、
北
海
道
開
拓
時
代
の
俗
語
ら
し
い

が
、
道
内
の
新
聞
や
雑
誌
記
事
に
慣
用
さ
れ
て
い
た
。
然
し
今

日
で
は
諸
方
面
か
ら
閉
塞
、
制
肘
等
の
反
語
と
し
て
誤
解
さ
れ

る
の
で
殆
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
通
用
語
と
し
て
北
海

道
に
は
譲
渡
、
売
却
等
本
来
の
語
句
よ
り
か
常
用
さ
れ
て
い
る
。

② 

中
川
郡
「
利ト
シ
ベ
ッ
プ
ト

別
太
」
並
に
「
下シ
モ
ト
シ
ベ
ツ
ゲ
ン
ヤ

利
別
原
野
」
は
、
明
治
二
年
北

海
道
開
拓
使
庁
設
置
当
時
の
地
方
名
に
尓
後
町
村
制
施
行
後
の

「
郡
」
称
を
冠
し
た
も
の
と
考
え
る
。

仍
て
此
の
場
合
両
地
と
も
戸
長
役
場
管
下
の
「
大
字
」
と
な
る
。

別
冊
町
勢
要
覧
「
行
政
の
変
遷
」
を
御
参
照
。

③ 

前
記
同
様
。
な
お
地
名
下
の
原ゲ
ン

野ヤ

は
地
目
上
の
原
野
で
は
な
く

て
地
貌
を
大
観
し
た
所
の
個マ
マ
有
名
詞
で
「
ウ
シ
シ
ュ
ベ
ツ
原
野
」

ま
で
が
地
名
で
あ
る
。

④ 

予
定
存
置
は
開
拓
行
政
上
の
語
で
申
請
後
開
拓
に
着
手
し
、
成

功
検
査
を
受
け
合
格
し
た
後
始
め
て
附
与
地
と
し
て
払
下
価
額

を
納
入
し
民
有
地
と
な
る
。

⑤ 

農
場
管
理
人
は
当
時
池
田
家
よ
り
北
海
道
庁
に
人
選
方
を
委
嘱

し
た
ら
し
く
根
室
支
庁
技
手
久
島
重
義
が
就
任
し
て
い
る
。

同
人
は
、
明
治
廿
九
年
職
を
奉
じ
て
以
来
昭
和
九
年
病
没
す
る

ま
で
一
意
専
心
池
田
農
場
の
経
営
に
際
り
農
民
と
共
に
生
活
し

妻
女
は
葭
小
屋
の
中
で
農
民
子
女
の
養
生成

に
一
生
を
捧
げ
た
と

伝
え
る
。

⑥ 

⑦
「
ウ
シ
シ
ュ
ベ
ツ
原
野
」
の
浸
水
地
域
と
「
下
利
別
原
野
」

北
二
線
以
北
の
換
地
は
別
図
御
参
照
。

⑧ 

「
明
治
三
十
五
年
子
爵
池
田
源
氏
の
薨
去
に
よ
り
池
田
侯
爵
単

独
の
農
場
に
改
組
さ
れ
…
」
と
謂
ふ
伝
承
も
あ
る
が
根
拠
並
に

出
所
が
定
か
で
な
い
か
ら
茲
に
記
載
し
な
い
こ
と
ゝ
し
た
。

⑨ 

古
老
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
十
五
年
耕
馬
一
頭
を
購
入
し

来
り
馬
耕
を
始
め
た
の
で
従
来
の
「
手テ

起オ
コ
し
」
よ
り
非
常
に
能

率
的
で
あ
っ
た
と
謂
ふ
。

農
家
は
之
を
先
駆
と
し
て
鍬
か
ら
プ
ラ
ウ
～
ハ
ロ
ー
の
如
く
馬

耕
具
に
移
行
し
た
。

⑩ 

⑪
川カ
ワ
ア
イ合
村
及
豊ト
ヨ
コ
ロ頃
村
は
何
れ
も
二
級
町
村
制
施
行
後
の
名
称

で
、
前
記
の
利ト
シ
ベ
ッ
プ
ト

別
太
及
下
利
別
原
野
は
川
合
村
に
ウ
シ
シ
ュ
ベ

ツ
原
野
は
豊
頃
村
に
属
し
た
。

⑫ 

昭
和
九
年
久
島
事
務
所
長
病
没
後
、
同
年
九
月
元
北
海
道
農
産

物
検
査
所
長
那
須
正
夫
が
就
任
し
間
も
な
く
同
所
長
は
池
田
農

場
に
自
作
農
創
設
を
進
言
し
、こ
の
創
設
事
業
を
完
了
し
て
（
昭

和
十
六
年
）
程
な
く
昭
和
十
八
年
病
没
し
た
。

⑬ 
「
開
墾
し
易
い
箇
か
ら
急
い
だ
」
こ
と
は
、
百
戸
に
も
達
す
る

開
拓
農
民
の
大
事
業
と
し
て
一
見
無
計
画
の
よ
う
に
看
ら
れ
る

が
、
当
時
開
墾
予
定
存
置
を
出
願
し
て
入
地
し
五
ヶ
年
の
事
業

期
間
に
竣
耕
す
る
こ
と
は
特
別
の
事
情
あ
る
場
合
に
延
期
願
の



― 97 ―

緩
和
規
定
が
あ
る
に
も
せ
よ
或
程
度
の
成
功
面
積
は
要
し
た
の

で
あ
る
。
且
又
農
民
の
種
子
用
、
食
糧
用
の
産
物
を
成
る
べ
く

速
や
か
に
自
給
態
勢
に
確
保
す
る
必
要
か
ら
場
合
に
よ
っ
て
は

入
地
区
画
割
を
超
越
し
て
耕
起
を
急
い
だ
。
こ
の
た
め
飛ト
ビ

地チ

（
出デ

作サ
ク

地チ

或
は
通カ
ヨ

いイ

作ザ
ク

と
も
謂
っ
た
）
か
数
団
地
に
跨
り
又
距

離
的
に
も
二
Ｋм
に
も
及
ぶ
者
も
あ
っ
た
の
で
今
後
の
農
家
経
営

上
労
働
時
間
や
管
理
上
の
整
備
を
考
慮
し
て
大
規
模
の
交
換
分

合
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

⑭ 

欠
格
者
と
い
う
の
は
自
作
農
創
設
当
時
農
家
経
営
の
当
主
が

六
十
才
以
上
の
老
齢
者
で
あ
り後継
者
が
未
停丁

年
者
で
あ
る
者
或

は
他
に
専
業
が
あ
っ
て
農
業
が
副
業
化
し
て
い
る
者
は
除
外
さ

れ
た
が
一
ヶ
年
の
猶
余
を
受
け
て
養
子
縁
組
或
は
業
務
変
更
等

に
よ
っ
て
整
へ
全
員
資
格
を
得
た
。

⑮ 

慈
教
寺
は
池
田
農
場
開
設
後
信
仰
と
教
化
を
兼
ね
て
岐
阜
県
よ

り
布
教
師
を
入
地
せ
し
め
旁
々
師子

弟
の
教
養
に
も
当
ら
せ
た

（
野
村
慈
教
）。

後
農
場
の
中
心
部
に
寺
領
を
設
け
慈
教
寺
と
し
て
法
人
登
記
の

上
現
在
は
そ
の
後
継
者
野
村
慈
弘
に
よ
っ
て
父
子
二
代
当
農
場

の
宗
務
に
当
っ
て
い
る
。
以
上

　
〈
史
料
解
説
〉

　

資
料
番
号
90
「
雑
件
」
に
は
、
池
田
農
場
の
沿
革
に
関
す
る
史
料

が
「
草
稿
」
を
含
め
三
点
含
ま
れ
て
い
る
。
残
る
二
点
は
、「
池
田

農
場
概
要
記
」「
池
田
農
場
」で
あ
る
。「
池
田
農
場
概
要
記
」は
、「
草

稿
」
と
同
種
の
罫
紙
四
枚
に
カ
ー
ボ
ン
複
写
さ
れ
た
も
の
で
、沿
革
、

「
一
、交
通
」「
二
、地
積
」「
三
、開
墾
ノ
大
要
」「
四
、主
要
作
物
」「
五
、

小
作
契
約
及
其
料
金
」「
六
、
組
織
」
の
七
項
目
か
ら
成
る
。
執
筆

者
は
「
草
稿
」
と
同
じ
漆
原
正
雄
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、「
池
田

農
場
概
要
記
」
に
は
、「
池
田
農
場
ニ
関
ス
ル
概
況
」（
罫
紙
「
池
田

家
用
紙
」、
七
丁
）、「
自
作
農
創
設
に
係
る
書
簡
」（
那
須
正
夫
の
下

書
き
、
罫
紙
「
池
田
農
場
」、
一
〇
枚
）
が
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、「
池
田
農
場
概
要
記
」
七
項
目
に
継
ぎ
足
し
て
い
く
目
的
が

あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
一
方
の
「
池
田
農
場
」
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

帯
広
放
送
局
仕
様
の
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
一
〇
枚
に
鉛
筆
書
き

さ
れ
た
原
稿
で
、
農
場
の
開
設
か
ら
終
焉
ま
で
を
平
易
に
記
し
た
も

の
で
あ
る
。
作
者
は
小
林
正
雄
と
あ
る
。
原
稿
末
に
「
昭
和
三
十
五

年
十
月
帯
広
放
送
局
（
ア
ナ
）
末 

利
光 

嘱
託
小
林
正
雄 

来
訪
」
と

記
さ
れ
て
い
る
の
で
、番
組
用
に
準
備
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

参
考
ま
で
に
、
農
場
の
運
営
に
関
わ
る
部
分
を
紹
介
す
る
。

池
田
農
場
経
営
の
最
高
首
脳
は
、
実
は
池
田
侯
爵
個
人
で
は
な



― 98 ―

か
っ
た
。
池
田
侯
爵
の
諮
問
機
関
と
も
い
う
べ
き
「
協
議
委
員

会
」
な
る
も
の
が
、
一
切
を
処
理
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
委
員

会
制
度
が
あ
っ
た
た
め
、
池
田
農
場
の
経
営
は
常
に
大
局
を
誤

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
も
言
い
得
よ
う
。

　
「
池
田
農
場
関
係
資
料
」
に
あ
る
「
辞
令
簿
」（
資
料
番
号
20
）
で

は
、
御
協
議
員
名
簿
と
し
て
、
内
山
小
二
郎
、
原
邦
造
、
村
上
恭
一
、

加
藤
正
治
、
森
広
蔵
、
兵
須
久
の
名
が
み
え
る
。
い
ず
れ
も
鳥
取
出

身
も
し
く
は
縁
故
者
で
、
東
京
在
住
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、「
草
稿
」
の
性
格
を
考
え
る
上
で
は
、
前
述
の
「
池
田
農

場
概
要
記
」
の
存
在
は
考
慮
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
以
下
で
は
、『
池

田
農
場
沿
革
』、「
草
稿
」、『
池
田
農
場
概
況
』
の
三
点
を
比
較
検
討

し
て
み
た
い
。
ち
な
み
に
、
そ
の
概
略
を
年
代
順
に
一
覧
に
し
た
の

が
〔
表
１
〕
で
あ
る
。
第
一
の
『
池
田
農
場
沿
革
』
は
池
田
農
場
が

作
成
し
た
も
の
で
、
当
時
の
農
場
管
理
人
は
農
場
開
設
時
か
ら
変
わ

ら
ず
久
島
重
義
で
あ
っ
た
。
作
成
さ
れ
た
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）

年
と
い
え
ば
、
農
場
開
設
か
ら
す
で
に
二
六
年
が
経
過
し
て
い
る
。

小
作
地
の
開
墾
も
進
み
、
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
は
鉄
道
が

敷
設
さ
れ
市
街
地
の
造
成
が
始
ま
っ
た
。
大
正
七
年
に
入
る
と
富
士

パ
ル
プ
株
式
会
社
が
進
出
す
る
な
ど
市
街
地
付
近
に
は
官
公
署
や
企

業
が
集
ま
っ
て
き
た
。
農
場
の
経
営
も
一
段
落
し
、
農
場
の
足
跡
を

振
り
返
る
余
裕
が
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

原　題 池田農場沿革 池田農場の概要（「草稿」） 池田農場概況

副　題 池田農場概要記 ― ―

作成年 大正 11（1922）年 7月 昭和 33（1958）年ヵ 昭和 40（1965）年 4月 1日

作成者 久島重義 漆原正雄ヵ 池田家出張所

形　態 活版印刷（本文 8頁） 罫紙、カーボン複写 活版印刷（本文 13 頁）

章 

立 

て

沿革 池田農場の概要 池田農場概要

一　交通上ノ位置 Ⅰ 交通上ノ位置 １ 交通上の位置

二　地積 Ⅱ 地積 ２ 地積

三　開墾の大要 Ⅲ 開墾の大要 ３ 開墾の大要

四　戸口 Ⅳ 小作料の変遷推移 ４ 小作料の変遷推移

五　牛馬数 Ⅴ 互助機関其の他 ５ 互助機関其の他

六　救済其他各機関 Ⅵ 自作農創設の動機 ６ 自作農創設の動機

七　市街地設計ノ大要 Ⅶ 自作農創設について主な
る処理事項

７ 自作農創設について主な
る処理事項

現況Ⅷ 現況

註記

〔表１〕
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次
の
史
料
が
約
三
〇
年
後
に
作
ら
れ
た「
草
稿
」で
あ
る
。「
草
稿
」

に
は
表
紙
部
分
が
な
い
の
で
、
文
頭
の
「
池
田
農
場
の
概
要
」
が
原

題
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
（
口
絵
参
照
）。
本
稿
は
こ
れ
を
題
名

と
し
た
が
、「
池
田
農
場
の
概
要
」
部
分
に
該
当
す
る
の
が
『
池
田

農
場
沿
革
』
本
文
の
「
沿
革
」
で
あ
る
。
以
下
、「
Ⅰ 

交
通
上
ノ
位

置
」「
Ⅱ 

地
積
」「
Ⅲ 
開
墾
の
大
要
」「
Ⅴ 

互
助
機
関
其
の
他
」
が

『
池
田
農
場
沿
革
』
の
一
、二
、三
、六
に
該
当
す
る
。「
草
稿
」
は
、『
池

田
農
場
沿
革
』
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
時
の
経
過
に
よ
る
新
た
な
事

象
を
書
き
足
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
五
の
註
記

が
施
さ
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
註
記
の
中
に
は
、
単
な
る
文
言

や
地
名
に
関
す
る
説
明
も
あ
る
が
、
⑤
初
代
管
理
人
久
島
と
そ
の
妻

子
の
こ
と
、
⑧
池
田
源
の
こ
と
、
⑬
交
換
分
合
の
こ
と
、
⑮
慈
教
寺

の
こ
と
等
注
目
す
べ
き
記
載
も
み
ら
れ
る
。
一
方
で
②
の
別
冊
町
勢

要
覧
「
行
政
の
変
遷
」、
⑥
⑦
の
別
図
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
い
。

ま
た
、
こ
の
三
〇
年
の
間
の
出
来
事
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
自

作
農
の
創
設
事
業
で
あ
る
。
前
述
の
「
辞
令
簿
」
に
よ
る
と
、
作
成

者
と
目
さ
れ
る
漆
原
正
雄
は
、
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
七
月
三

日
に
池
田
農
場
事
務
所
技
手
兼
書
記
に
命
ぜ
ら
れ
、
第
二
代
池
田
農

場
事
務
所
長
で
あ
っ
た
那
須
正
夫
の
逝
去
に
伴
い
池
田
家
出
張
所
長

事
務
取
扱
と
な
っ
た
。
漆
原
正
雄
に
つ
い
て
は
、
生
没
年
な
ど
を
明

ら
か
に
出
来
な
か
っ
た
が
、
那
須
正
夫
が
書
い
た
「
自
作
農
創
設
に

係
る
書
簡
」
に
は
、「
小
作
人
カ
会
同
ノ
際
漆
原
技
手
参
列
」
等
と

あ
る
の
で
、
自
作
農
創
設
事
業
に
技
術
者
と
し
て
深
く
関
与
し
た
人

物
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
那
須
正
夫
の
死
後
は
、
実
質
的
な

農
場
（
出
張
所
）
の
所
長
と
し
て
、
池
田
家
が
池
田
町
に
所
有
し
て

い
た
土
地
を
一
括
町
に
売
却
す
る
ま
で
の
実
務
を
担
っ
て
い
た
人
物

と
推
察
す
る
。

　

次
い
で
、
こ
の
「
草
稿
」
を
活
字
化
し
た
の
が
、
約
七
年
後
に
作

成
さ
れ
た『
池
田
農
場
概
況
』で
あ
る
。
表
紙
に
は
、題
名
の
ほ
か「
昭

和
四
十
年
四
月
一
日
（
未
定
稿
）」「
池
田
家
出
張
所
」
と
印
刷
さ
れ

る
（
口
絵
参
照
）。
未
定
稿
と
あ
る
か
ら
、十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
が
、
興
味
深
い
の
は
、「
草
稿
」
の
加
筆
・
修
正
部

分
が
確
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
「
草
稿
」

に
あ
る
註
記
が
す
べ
て
落
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
着
目
さ
れ
る
。
事

実
、「
草
稿
」
の
註
記
部
分
に
は
半
丁
ご
と
に
大
き
な
×
印
が
付
け

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
〔
表
１
〕
を
確
認
し
て
み
る
と
、
註
記
以

外
の
章
立
て
は
「
草
稿
」
と
同
一
で
あ
り
、
精
査
す
る
と
文
言
上
の

違
い
は
誤
差
の
範
囲
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
池
田
農
場
概
況
』
は
「
草

稿
」を
推
敲
し
た
上
で
活
字
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

作
成
者
は
、
表
紙
に
は
「
池
田
家
出
張
所
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
漆

原
正
雄
の
可
能
性
が
高
い
。

　
『
池
田
農
場
概
況
』
は
、『
Ⅱ　

池
田
農
場
史
』
に
「
７ 

自
作
農

創
設
に
つ
い
て
主
な
る
処
理
事
項
」の
頁
が
写
真
版
で
紹
介
さ
れ
る
。

『
Ⅱ　

池
田
農
場
史
』
は
、
昭
和
四
九
（
一
九
七
四
）
年
に
刊
行
さ
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れ
た
の
で
、『
池
田
農
場
概
況
』
作
成
か
ら
お
よ
そ
九
年
経
過
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
池
田
農
場
の
沿
革
に
関
す
る
ま
と

ま
っ
た
著
述
は
な
い
。『
池
田
農
場
概
況
』
は
依
然
未
定
稿
の
ま
ま

で
あ
る
。

　
　
　
　
む
す
び
に
か
え
て

　

筆
者
が
池
田
農
場
に
関
す
る
資
料
が
早
稲
田
大
学
附
属
図
書
館
に

預
け
ら
れ
て
い
る
の
を
知
っ
た
の
は
、
平
成
一
一
（
一
九
九
九
）
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
。こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、「
池
田
農
場
関
係
資
料
」

の
目
録
解
題
に
次
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

本
資
料
群
は
、
池
田
仲
博
の
孫
に
あ
た
る
池
田
百
合
子
氏
が
、

尊
父
徳
真
氏
の
依
頼
を
受
け
、
昭
和
四
九
年
に
ご
勤
務
さ
れ
て

い
た
早
稲
田
大
学
に
寄
託
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
八

（
一
九
九
六
）
年
度
か
ら
鳥
取
県
人
の
北
海
道
移
住
に
係
る
調

査
を
行
っ
て
い
た
鳥
取
県
立
公
文
書
館
（
以
下
、
公
文
書
館
）

は
、
寄
託
先
の
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
協
力
を
得
て
、
平
成

一
一
（
一
九
九
九
）
年
一
月
一
一
日
か
ら
一
三
日
ま
で
資
料
の

閲
覧
及
び
仮
目
録
の
作
成
を
行
っ
た
。
こ
の
折
、
鳥
取
県
へ
の

移
管
の
話
が
持
ち
上
が
り
、
そ
の
後
、
所
蔵
者
の
池
田
百
合
子

氏
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
と
電
話
に
よ
る
協
議
を
行
っ
た
。
同

年
三
月
一
六
日
、
安
藤
文
雄
公
文
書
館
長
、
伊
達
龍
彦
参
事
及

び
担
当
し
た
専
門
員
伊
藤
康
の
三
名
が
上
京
し
、
池
田
百
合
子

氏
と
面
談
。
こ
の
席
で
、
資
料
群
の
公
文
書
館
受
寄
の
了
解
を

得
、
そ
の
日
の
内
に
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
て
資
料
群
を
梱

包
し
公
文
書
館
へ
発
送
し
た
。

　

公
文
書
館
で
は
目
録
の
修
正
を
行
い
地
下
書
庫
に
保
存
し
て
き

た
。
こ
の
保
存
状
態
を
確
認
し
、
皮
革
仕
様
の
帳
簿
類
の
滅
菌
な
ど

を
施
し
た
う
え
で
再
度
内
容
精
査
の
上
目
録
化
を
行
っ
た
（
令
和
二

年
五
月
完
了
）。今
回
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、農
場
日
誌
、

会
計
帳
簿
、
丈
量
図
、
池
田
家
本
邸
（
東
京
）
と
の
往
復
文
書
、
戦

前
の
自
作
農
創
設
（
農
地
改
革
）
に
係
る
史
料
等
、
貴
重
な
も
の
が

存
在
す
る
。
そ
の
利
活
用
を
願
い
、
ま
ず
は
農
場
の
沿
革
に
関
す
る

資
料
を
紹
介
し
た
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

※
本
稿
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
池
田
町
か
ら
『
池
田
農
場
概
況
』、
鳥
取

県
立
博
物
館
か
ら
「
池
田
家
家
政
日
記
」（
明
治
二
五
年
一
月
―
六
月 

№

一
四
四
六
六
）
の
デ
ー
タ
提
供
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
厚
く
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

※
「
池
田
農
場
関
係
資
料
」
の
目
録
情
報
は
、「
と
っ
と
り
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
」
で
公
開
し
て
い
ま
す
。


